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本日のご説明内容について

★マンションに暮らすとは

★マンションを取り巻く環境について

★マンション管理の基本的事項について

★マンション資産価値向上のために（管理の重要性）
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★マンションに暮らすとは
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マンションに暮らすとは、自分の住居（専有部分）を所
有するだけでなく、建物、敷地を共有（共同で所有）し、
管理する責務を負うということです。

区分所有権

区分所有権区分所有権

専有部分
区分所有

せｎ専有部分
区分所有

せｎ専有部分
区分所有

せｎ専有部分
区分所有

分譲マンション（一棟の建物）

自分の住居以外は自分とは関係
ない。管理組合、管理会社が何
とかしてくれると考えていませ
んか?
一棟の建物全体が自分たちの所
有物であるという認識と責任が
必要です。 4



マンション管理の特徴
①区分所有者による共同管理 ⇒ 総会・管理規約による団体的

拘束
②相隣関係に配慮 ⇒ 管理規約・共同利益相反行為には強制

措置あり
③資産価値の維持 ⇒ 修繕・建て替え等に関する多数決による

決定

・マンションは一棟の建物の中にそれぞれ価値観の違う人々が独立
して暮らす居住形態です。その価値観の違いをお互いに認識して、
共同の利益の為に協調しあい合意形成を図ることが住みよいマン
ションになるために必要でしょう。は
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★マンションを取り巻く環境について
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■築40年以上のマ
ンション増加

■2032年末には
2.1倍の260.8万戸

■2042年末には
3.5倍の445.0万戸
に急増

出典:国土交通省:今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ参考資料集8p 8



■高経年マンショ
ンほど70歳以上の
みの世帯の割合が
増加。

■高経年マンショ
ンほどマンション
内の空家が増加。

■居住者の高齢化
がすすむにつれて
管理組合の運営に
様々な問題が発生。

出典:国土交通省今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ参考資料集9p 9
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■住生活基本計画
（全国計画）におけ
る成果指標

25年以上の⾧期修繕
計画に基づく修繕積
立金を設定している
分譲マンション管理
組合の割合
５４％（平成30）

７５％（令和12））

出典:国土交通省マンション政策関係 基礎資料集P5 11



修繕積立金の値上
げは反対を受けや
すい。

出典:国土交通省今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ参考資料集39p

修繕積立金の不足
が放置される。
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■区分所有者の高齢
化・非居住化（賃
貸・空き住居化）が
進行
■管理組合の役員の
担い手不足、総会運
営や集会の決議が困
難
■⾧期修繕計画を作
成していない
■修繕積立金が計画
に対して不足
■高経年マンション
に於ける修繕不足の
懸念
（漏水、雨漏り、外
壁等の剥落、鉄部の
露出、腐食など）

出典:国土交通省マンション政策関係 基礎資料集P7 13



★マンション管理の基本的事項について
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★建物の区分所有等に関する法律
（以下「区分所有法」という）

民法＝基本的な所有権に関する規律

国土交通省ガイドライン

★マンション標準管理規
約

（単棟型、複合用途型、
団地型）

★マンション標準管理委
託契約書

★⾧期修繕計画標準式・
作成ガイドライン

etc

管理組合

区分所有者の団体

★マンションの管理の適正化の推進に関する法律
（以下「適正化法」という）

★マンションの建替え等の
円滑化に関する法律

（以下「建替円滑化法」と
いう）

国土交通省
マンション建替円
滑化法の改正概要
ＱＲコード

マンションの管理の適正
化の推進に関する法律
QRコード

区分所有法
ＱＲコード
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理事

選
任

選
任
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■

構造上の独立性構造上の独立性

構造上の独立性構造上の独立性

利用上の独立性 利用上の独立性

利用上の独立性利用上の独立性

区分所有権区分所有権

区分所有権区分所有権

※

建物全体で見れば一つの物
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■

国土交通省 マンション管理標準指針コメ
ント 二 管理規約の作成及び改正
P69,P70より抜粋
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■
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■ 区分所有者の権利義務等

区分所有者は、その専有部分を自由に使用したり、他人に賃貸したり売却すること
ができ、また区分所有法第13条により共用部分をその用法に従って使用することが
できます。しかし、建物の保存に有害な行為等はこの法律で禁止されています。
区分所有法第６条（区分所有者の権利義務等）
第１項 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関
し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

（共同の利益に反する行為）:一般的に共用部分の通常の使用を害する行為をいうが、専有部分の使用に関
する行為であっても当該行為が相当範囲の区分所有者の生活利益に影響を及ぼす時はこれに該当すると考え
られる。単に隣同士でのプライバシー侵害などは該当しない。

第３項 第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者に準用する。
専有部分の占有者とは・・・専有部分の賃借人（または転借人）、使用借人、同居人、権限なき占有者

（不法占拠者）
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■規約事項とマンション標準管理規約
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区分所有法30条1項（規約事項）
建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
この法律に定めるものほか、規約で定めることができる。
＊法律に反する内容の規約を定めることはできない（強行規定の任意規定の読み分け）
＊建物等の「管理又は使用」に関わりがない事項は、規約として定めても効力を生じ

ない。

区分所有法31条（規約の設定、変更及び廃止）
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数によ
る集会の決議によってする。
★区分所有者の頭数4分の3以上、かつ、議決権の4分の3以上という厳しい要件

区分所有法33条（規約の保管及び閲覧）
３ 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

マンション標準管理規約（単棟型）



■平成28年大幅改
正あり

■令和3年改正概要
（R3.6.22公表）

①ITを活用した総
会・理事会
②マンション内に
おけるｺﾛﾅ感染拡大
の恐れが高い場合
の等の対応
③置き配
④専有部分の配管
⑤管理計画認定と
要除却認定の申請
第48条（議決事
項）第八項
令和6年6月改正

出典:国土交通省マンション政策関係 基礎資料集P16 22



★マンション資産価値向上のために（管理の重要性）
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将来、管理不全マンションとならないよう、全員で資産価値向
上に努めましょう。そのために、、、、、、、

管理計画認定取得

共通目標
福山市で最初の
認定取得に
チャレンジしてみ
ませんか！

マンション管理の
適正化

マンション市場
に於ける適切な
評価

認定マンション
に関する金融支
援

固定資産税額
の減額

管理計画認定制度のメリット
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取得事例
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マンション管理
新聞
「管理計画認定マ
ンションを訪ね
て」より

取得事例
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マンション管理センター
通信2024.4月号
「各地の管理組合からの情
報」より

取得事例
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最後に マンション管理の重要性に関する法律の規定から

マンション管理適正化法 第五条（管理組合等の努力）

管理組合は、マンション管理適正化指針（管理組合がマンション管理適正化
推進計画が作成されている都道府県の区域内にある場合にあっては、マン
ション管理訂正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針。）の定め
るところに留意して、マンションを適正に管理するよう自ら努めるとともに、
国及び地方公共団体が講ずるマンションの管理の適正化の推進に関する施策
に協力するよう努めなければならない。
２ マンションの区分所有者は、マンションの管理に関し、管理組合の一員
としての役割を適切に果たすように努めなければならない。

ご参考 「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」
令和3年9月28日 国土交通省告示第1286号 右のＱＲコードからどうぞ
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添付 お役立ち情報
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（一社）日本マンション管
理士会連合会

（一社）広島県マンション
管理士会

出典:国土交通省マンション政策関係 基礎資料集P8 30



こちらのＱＲ
コードから詳し
い内容をご確認
いただけます。
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管理組合の皆様に大変役立つ情報満載の国土交通省の
「マンション管理・運営ポータルサイト」です。
是非ご活用ください。

マンション管理・再
生ポータルサイト
ＱＲコード

32



33



１．国土交通省 マンション政策関係 基礎資料集

2．国土交通省 マンション管理適正化法・マンション建替円滑化法の改正について

３．国土交通省 マンション管理について

４．国土交通省 今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめWEB設明会

5．福山市マンション管理適正化推進計画
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